
（仮称）アクロスプラザ盛岡 新設届出の概要 

 

１ 届出の概要 （令和３年 10月 19日届出） 

 (1) 施設名    （仮称）アクロスプラザ盛岡 

(2) 立地予定地  盛岡市津志田南一丁目 101番３ 外 

 (3) 届出者    大和ハウスリアルティマネジメント株式会社 

(4) 床面積    9,162㎡ 

 (5) 用途     店舗及び飲食店 

 (6) 用途地域   近隣商業地域及び第二種中高層住居専用地域 

 (7) 営業開始予定 令和５年４月１日 

 

２ 位置図  
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（仮称）アクロスプラザ盛岡 施設配置図 資料Mo.３



 

 

届出後の手続状況 

 

 

１ 説明会の開催 

(1) 開催日時 

令和３年 11 月 16 日（火） 19 時 00 分～20 時 00 分 

 (2) 開催場所 

   盛岡市見前地区公民館（盛岡市津志田中央二丁目 9 番１号） 

 (3) 出席者数 

   35 名 

 (4) 説明会で出された主な意見    

出席者から出された意見 届出者の見解 

出店するテナントは決まっている

のか。 

現時点でのテナント名の公表は

できない。 

自動車での来店経路の設定につい

て、周辺の生活道路に流入しないよう

に設定してほしい。 

問題が生じないように経路設定

や交通協議を行って参りたい。 

 

 

２ 関係市町村・住民等の意見 

  なし 
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（仮称）アクロスプラザ盛岡 立地誘導条例チェック表（案） 

１ 立地誘導指針に対する適合性（条例§９Ⅲ①） 

評価項目 評価 理由 

総合評価 適合 
・施設予定地の用途地域は「近隣商業地域」及び「第二種中高層住居専用地域」となっており、原則適地のみへの立地ではない。 
・一方、場所的要素においては、県及び市の土地利用関係計画に適合している。 
・また、施設予定地のある幹線道路沿いには店舗等が集積してきており、本計画による都市構造への影響は少ないと考えられ、総合評価としては適合とする。 

[立地の誘導及
び抑制の基本的
な考え方] 
 
[立地を誘導す
ることが適切な
地域] 

[原則的要素]（指針Ⅱ－１(1)①） 
市町村の都市計画において、商業・サ
ービス業務機能の立地、集積を図るこ
ととされている地域か。 

△ 
・施設予定地のうち、幹線道路沿いの区域は「近隣商業地域」であるが、住宅地側の区域については「第二種中高層住居専用地域」となっている。 
・幹線道路沿いには施設予定地のほかにも店舗等が集積している。 

[原則適地]（指針Ⅱ－２(1)） 

商業地域、近隣商業地域 
[最適地要素]（指針Ⅱ－１(1)②） 
都市圏の中で広域的都市機能の拠点
となることが適切な地域か。 ○ ・広域拠点性のある「盛岡市」に所在している。 
[最適地要素①]（指針Ⅱ－２(2)①） 
広域拠点都市 

[最適地要素]（指針Ⅱ－１(1)③） 
・社会資本及び公共アクセスが整備さ
れているか。 
・都市機能の集積が図られているか。 ○ 

・詳細は「３交通機関・交通手段の状況」及び「４ 新設に伴い予測される新たな社会資本整備の内容」に記載するが、再開発の計画であり、社会資本及び公
共アクセスが既に整備された地域である。 
・「認定中心市街地等」の設定はない。 

[最適地要素②]（指針Ⅱ－２(2)②） 
認定中心市街地 

２ 土地利用関係計画に対する適合性（条例§９Ⅲ①～③） 
評価項目 評価 理由 

総合評価 適合 県及び関係市町村の土地利用関係計画に適合していると認められる。 

県計画 
（条例§９Ⅲ①） 

国土利用計画 

○ 

○ 
[環境保全課]計画の内容に照らし概ね妥当な内容である。 

土地利用基本計画 ○ 

都市計画区域マスタープラン ○ 
[都市計画課]広域都市計画区域マスタープランにおいて、商業拠点と位置づけている区域ではないが、施設予定地の主たる都市計画法上の用途

地域は、「近隣商業地域」及び「第二種中高層住居専用地域」であり、幹線道路沿いの近隣商業地域は、商業その他の業務を主体
とする沿道サービス施設等を立地することを方向性として定めているため妥当な内容である。 

立地市町村計画 
（条例§９Ⅲ②） 

総合計画 

○ 

○ 

[盛岡市] 

特になし 
国土利用計画 ○ 特になし 

都市計画マスタープラン ○ 特になし 
農業振興地域整備計画 － 対象外 

森林整備計画 － 対象となる森林が存在しない 

隣接市町村計画 
（条例§９Ⅲ③） 

総合計画 

○ 

○ 

隣接市町村からの意見なし。 国土利用計画 ○ 
都市計画 ○ 

３ 交通機関・交通手段の状況（条例§９Ⅲ④） 
評価項目 評価 理由 

周辺の交通機関の状況 
適合 

・施設予定地は、国道４号と国道 46号が交差する盛岡南 IC入口に立地するため、既存の幹線道路を利用した自家用車での来店が見込まれる。 
・店舗近くのバス停利用による来店が可能。 

関係市町村の庁舎及び主要な駅から当該施設に 
到達するための交通手段の状況 

４ 新設に伴い予測される新たな社会資本整備の内容（条例§９Ⅲ⑤） 

評価項目 評価 理由 

新設に伴い予測される新たな社会資本整備 適合 
施設予定地は国道４号と国道 46号が交差する地点であり、再開発前までは小売店舗や飲食店舗が集積していた区域であり、周辺の道路及び上下水道について

は、整備済み。 

 
【条例の趣旨から見た全体評価】（条例§１）［目的］  

評価項目 評価 理由 

(1) 都市構造（上記１） 
(2) 周辺地域の土地利用形態（上記２） 
(3) 社会資本整備（上記３・４） 

適合 
(1) 「原則適地」に該当しないが、都市構造への影響は少なく、立地誘導指針に適合している。 
(2) 県・関係市町村の土地利用関係計画に適合しているため、周辺地域の土地利用形態に影響を与えないものと認められる。 
(3) 周辺道路等の社会資本整備について、新たなコストは生じない。   

県意見案：意見なし 
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盛岡広域都市計画 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（盛岡広域都市計画区域マスタープラン） 
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市 町  村  市街化区域  

盛 岡 市  約５，２６4ha 

滝 沢 市  約 712ha 

矢 巾 町  約６33ha 

計 約６，609ha 

※市街化区域面積は、平成 37 年における保留人口に対応する市街化区域面積を含

まないものとします。 

 

Ⅲ．主要な都市計画の決定の方針 

Ⅲ-１．土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）主要用途の配置方針  
①商業地 

・中心市街地、盛岡駅西口地区及び盛岡南新都市地区は、盛岡広域都市圏における

中心商業・業務拠点に位置付け、各地区の機能分担を図りながら、商業施設及び

業務施設の更なる機能集積を図ります。 

・このため､中心市街地にあっては､建築物の更新等に整合させ、地区毎の特性に応

じた高度利用を図るとともに､自然や歴史的景観などの魅力の維持やこれらと調

和した建築物の誘導を図りながら、関連基盤整備や再開発事業等を行うとともに、

新たな景観の創出や歩いて楽しむまちづくりなどを進め、中心市街地の活性化を

図ります。 

・一方、盛岡駅西口地区及び盛岡南新都市地区においては、盛岡駅西口地区におけ

る高度利用と盛岡南新都市地区におけるゆとりある市街地の形成により、適切な

役割分担のもと、新たな機能を持った商業・業務地区の形成を図ります。 

・卸小売販売額が高い青山・上堂地区周辺、津志田地区周辺及び矢幅駅周辺は、盛

岡広域都市圏において商業的に重要な役割を果たしている地区として、商業拠点

に位置付けます。 

・また、古くからの温泉地である盛岡市繋地区は、御所湖広域公園､小岩井農場等の

観光施設が近接していることから観光サービスの商業拠点と位置付け、機能の充

実を図ります。 

・日常的な生活サービスを提供する商業地として､盛岡市については、緑が丘・高松

地区周辺、仙北町周辺、好摩駅周辺、玉山総合事務所周辺及び松園周辺、滝沢市

については、市役所周辺、川前地区周辺、巣子地区周辺、元村地区周辺及び大釜

地区周辺等の地区コミュニティの中心を地区サービス拠点に位置付けます。 

・滝沢市役所周辺及び矢巾町役場周辺においては、業務機能の中核を担う地区とし

て業務拠点に位置付けます。 

②工業地 

・盛岡市武道地区、岩鼻地区、みたけ地区、滝沢市巣子地区及び盛岡市東見前地区、
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付図『盛岡広域都市計画区域の将来像図』 

 



現況写真（令和４年１月 15日 撮影） 

 

①から北方向へ 

 

①から東方向へ 

 

①から西方向へ 

 

②から北方向へ 

 

②から南方向へ 

 

③から南方向へ 

 

④から西方向へ 

 

⑤から東方向へ 

 

⑤から南方向へ 

 

⑥から北方向へ 

 

⑥から西方向へ 

 

⑦から南方向へ 
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